
事業所名

点検者職・氏名

点検年月日

適 不適

□ □

　　　　     　　 要支援者（　　 　　人）

・必要な資格は有していますか

□ □

・専門員証の有効期限は切れていませ
んか □ □

居宅介護支援　自己点検表

確認項目

Ⅰ　人員基準
基準/予
防基準
第4条

令和　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

○各項目を確認書類等により点検し、確認事項の内容を満たしているものには「適」、そうでないものは「不適」にチェックをしてください。
○該当しない項目については未記入のままにしてください。
〇根拠条文の「基準」は、「新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例」、「予防基準」は「新潟市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」を指します。
○「Ⅰ人員基準からⅡ運営基準」までは、別に定める場合を除き、居宅介護支援及び介護予防支援共通とします。その際、介護予防支援においては要介護を要支援に、居宅サービス計画を介護
予防サービス計画に、居宅介護支援事業者を介護予防支援事業者に、それぞれ読み替えてください。
○「確認項目」「確認文書等」の欄については、厚生労働省老健局長通知「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」（令和６年７月４日老発０７０４第６７号）を根拠としています。

・利用者に対し、従業者の員数は適切
ですか

点検項目

常勤の介護支援専門員を１人以上配置している

→　下記について記載してください

利用者数 　 要介護者（　 　　　人）

専門員証の有効期限は切れていない

介護支援専門員として従事している人数

　　非常勤（　　　　人）※非常勤は常勤換算人数で記載

・勤務体制一覧
表/勤務実績表/
タイムカード等

・従業者の資格
証の写し等

（状況報告書
1、2）

　　常勤　（　　　　人）

1

点検結果

必要な資格は有している

従業者の員数

具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

1



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

2 管理者 ・管理者は常勤専従か、他の職務を兼
務している場合、兼務体制は適切です
か

□ □

基準/予
防基準
第5条

□ □

□ □

□ □

注）令和３年３月３１
日時点で主任介護支援
専門員でない者が管理
者である場合、令和９
年３月３１日までは経
過期間として管理者と
することができる。

・事業所内で他職種と兼務している場合はその職種名

常勤の介護支援専門員である管理者を配置している

※下記の事項について記載してください

　（　　　　　  　　　　　　　　　　　）

事業所名 （　　　　　　　　 　　　　　）

・管理者の雇用
形態がわかるも
の
・管理者の勤務
体系一覧表/勤
務実績表/タイ
ムカード等

《注意》　管理者が管理業務に専従している場合は
「適」にチェックし、以下の回答は不要です

　専従していない場合は「不適」にチェックし、以
下の回答をしてください

・他事業所と兼務している場合は事業所名、職種名、
兼務事業所における１週間あたりの勤務時間数

管理者は、介護保険法施行規則第140条の66第1号イ
(3)に規定する主任介護支援専門員である

管理者は、指定居宅介護支援事業所の管理業務に専従
している

職種名　 （　　　　　　　 　　　　　　）

勤務時間数 （　　　　　　　　　）

管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形態は
適切である

2



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

3 内容及び手続
きの説明及び
同意

・重要事項を記した文書について、利
用申込者又はその家族へ交付し説明を
行い同意を得ていますか
・重要事項説明書の内容に不備等はな
いですか

□ □

基準/予
防基準
第6条

・重要事項説明
書

・利用契約書

4 受給資格等の
確認

・被保険者資格、要介護認定の有無、
要介護認定の有効期限を確認していま
すか □ □

基準/予
防基準
第9条

・介護保険者証
の写し等（確認
している記録）

※重要事項説明書に記載されているものについて、
チェックしてください

項目 記入欄

□運営規程の概要

介護支援専門員の勤務の体制

事故発生時の対応

苦情処理の体制

□

□

□

秘密の保持 □

Ⅱ　運営基準

被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有
無、要介護認定の有効期限を確認している

利用申込があった場合、あらかじめ、利用申込者又は
その家族に対し、運営規程の概要、介護支援専門員の
勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処
理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために
必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、
当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受け
ることについて同意を得ている

3



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

5 指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針

・利用者の日常生活全般を支援するた
め介護保険以外の保健医療・福祉サー
ビス等の利用も含めて居宅サービス計
画上に位置づけるよう努めていますか

□ □

・アセスメント
シート

・サービス担当
者会議の記録

・利用者が有する能力、その置かれて
いる環境等を評価し、利用者が自立し
た生活を営むことができるように支援
する上で解決すべき課題を把握（アセ
スメント）していますか

□ □

・アセスメントのため、利用者の居宅
を訪問し、利用者及びその家族に面接
していますか □ □

・サービス担当者会議を開催し、利用
者の状況等に関する情報を担当者と共
有し、担当者からの専門的な見地から
の意見を求めていますか

□ □

・居宅サービス計画原案の内容につい
て利用者又はその家族へ説明を行い、
文書により同意を得ていますか □ □

・居宅サービス計画を利用者及び担当
者へ交付していますか □ □

・定期的に居宅サービス計画の実施状
況の把握（モニタリング）を行い、結
果を記録していますか（月１回） □ □

・サービス担当者会議の開催により、
居宅サービス計画の変更の必要性につ
いて担当者から専門的な見地からの意
見を求めていますか

□ □

・居宅サービス計画に位置づけた個別
サービスにかかる当該計画の提出を求
めていますか □ □

居宅サービス計画を利用者及び担当者へ交付している

サービス担当者会議をを開催し、利用者の状況等に関
する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見
地からの意見を求めている

居宅サービス計画に位置づけた個別サービスにかかる
当該計画の提出を求めている

利用者の日常生活全般を支援するため介護保険以外の
保健医療・福祉サービス等の利用も含めて居宅サービ
ス計画上に位置づけるよう努めている

居宅サービス計画原案の内容について利用者又はその
家族へ説明を行い、文書により同意を得ている

基準第
15条、
予防基
準第33
条

利用者が有する能力、その置かれている環境等を評価
し、利用者が自立した生活を営むことができるように
支援する上で解決すべき課題を把握（アセスメント）
している

定期的に居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタ
リング）を行い、結果を記録している（月１回）

サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画
の変更の必要性について担当者から専門的な見地から
の意見を求めている

アセスメントのため、利用者の居宅を訪問し、利用者
及びその家族に面接している

4



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

・生命又は身体を保護するため、緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束
等（身体拘束その他利用者の行動を制
限する行為を含む）を行っていません
か

□ □

・身体的拘束等を行う場合に要件（切
迫性、非代替性、一時性）を全て満た
していますか □ □

（状況報告書4
①（1））

・身体的拘束等を行う場合、その様態
及び時間、その際の利用者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録
していますか

□ □

□ □

身体的拘束等を行う場合、その様態及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録している

生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合
を除き、身体的拘束等（身体拘束その他利用者の行動
を制限する行為を含む）を行っていない

運営における左記の重要事項について定めている6

身体的拘束等を行う場合に要件（切迫性、非代替性、
一時性）を全て満たしている

運営規程 ・運営における以下の重要事項につい
て定めていますか
１．事業の目的及び運営の方針
２．職員の職種、員数及び職務内容
３．営業日及び営業時間
４．指定居宅介護支援の提供方法、内
容及び利用料、その他の費用の額
５．通常の事業の実施地域
６．虐待の防止のための措置に関する
事項
７．その他運営に関する重要事項

・運営規程基準第
20条、
予防基
準第19
条

5



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

・サービス提供は事業所の介護支援専
門員・従業者によって行われています
か □ □

・資質向上のために研修の機会を確保
していますか

□ □

・性的言動、優越的な関係を背景とし
た言動による就業環境が害されること
の防止に向けた方針の明確化等の措置
を講じていますか

□ □

7

セクシュアルハラスメントの内容及びセクシュアルハラスメ
ントを行ってはならない旨の方針の明確化及び従業者への
周知・啓発

パワーハラスメントの内容及びパワーハラスメントを行って
はならない旨の方針の明確化及び従業者への周知・啓発

・ハラスメントに関する相談等への対応のための窓口の設
置、従業者への周知

・勤務体制一覧
表/勤務実績表
・雇用の形態
（常勤・非常
勤）がわかるも
の
・研修の計画、
実績がわかるも
の
・ハラスメント
防止のための方
針
（状況報告書4
②（2））

サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者に
よって行われている

資質向上のために研修の機会を確保している

基準第
21条、
予防基
準第20
条

項　目

勤務体制の確
保

職場におけるハラスメントの防止のため、必要な措置
を講じていますか。

※実施しているものについて、チェックしてください

上記方針等について、何に規定しているか記入してく
ださい。（例：就業規則、社内報等）

記入欄

□

□

□

6



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

8 業務継続計画
の策定等

・感染症、非常災害発生時のサービス
の継続実施及び早期の業務再開の計画
（業務継続計画）の策定及び必要な措
置を講じていますか

□ □

基準第
21条の
2、予防
基準第
20条の2

・従業者に対する計画の周知、研修及
び訓練を定期的に実施していますか □ □

・定期的に計画の見直しを行い必要に
応じて計画の変更を行っていますか

□ □

平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気等のライフライ
ンが停止した際の対策、必需品の備蓄等）

緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

他施設及び地域との連携

・業務継続計画

・研修計画、実
施記録

・訓練計画、実
施記録

定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計
画の変更を行っている

記入欄

感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供
を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再
開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）
を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じている

記入欄

□

□

□

項　目

平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取
組の実施、備蓄品の確保等）

初動対応

感染症拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触
者への対応、関係者との情報共有等）

○災害に係る業務継続計画

項　目

従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的
（年1回以上）に実施している

※貴事業所の業務継続計画に記載されている項目につ
いて、チェックしてください

□

□

□

7



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

・感染症の予防及びまん延の防止のた
めの対策を検討する委員会開催（おお
むね６月に１回以上）、その結果の周
知をしていますか

□ □

基準第
23条の
2、予防
基準第
22条の2

・感染症の予防及びまん延の防止のた
めの指針を整備していますか □ □

・感染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修及び訓練を定期実施していま
すか

□ □

□ □

事業所内の衛生管理（環境の整備等）

項　目 記入欄

□

□

※指針に記載されている項目について、チェックして
ください

○平常時の対策

□

ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）

○発生時の対応

項　目 記入欄

□発生状況の把握

医療機関や保健所、市町村における事業所関係か等の関
係機関との連携

行政等への報告等

介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防
止のための研修を定期的（年1回以上）に実施してい
る

感染拡大の防止

9 ・感染症の予防
及びまん延の防
止のための対策
を検討する委員
会の開催状況・
結果がわかるも
の

・感染症の予防
及びまん延の防
止のための指針

・感染症の予防
及びまん延の防
止のための研修
及び訓練の実施
状況・結果がわ
かるもの

（状況報告書
3）

感染症の予防
及びまん延防
止のための措
置

感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し
ている

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す
る委員会をおおむね６月に１回以上開催し、その結果
について、介護支援専門員等に周知徹底を図っている

感染症が発生した場合を想定した訓練（シミュレー
ション）を定期的（年1回以上）に実施している

□

□

8



適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

・個人情報の利用に当たり、利用者
（利用者の情報）及び家族（利用者家
族の情報）から同意を得ていますか □ □

・退職者を含む、従業者が利用者の秘
密を保持することを誓約していますか

□ □

11 広告 ・広告は虚偽又は誇大となっていませ
んか

□ □

基準第
26条、
予防基
準第25
条

・パンフレット
/チラシ
・Ｗｅｂ広告

掲示
（令和７年度
から義務化）

□ □

・掲示物

（状況報告書4
①（3））

□ □

・ウェブサイト

12 苦情処理 ・苦情を受け付けた場合、内容等を記
録していますか

□ □

基準第
28条、
予防基
準第27
条

・苦情の受付簿
・苦情への対応
記録
（状況報告書4
②（1）)

・市町村、利用者家族等に連絡してい
ますか

□ □

・事故状況、事故に際して採った処置
が記録されていますか

□ □

・損害賠償すべき事故が発生した場合
に、速やかに賠償を行っていますか

□ □

基準第
24条、
予防基
準第23
条

13

広告は虚偽又は誇大となっていない

事故状況、事故に際して採った処置が記録・保存して
いる

指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合
は、市、利用者家族等に連絡している

事故発生時の
対応

10 秘密保持 基準第
25条、
予防基
準第24
条

基準第
29条、
予防基
準第28
条

自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービ
ス計画に位置付けた指定居宅サービス計画に位置付け
た指定居宅サービス等に係る苦情を受け付けた場合、
当該苦情の受付日、内容等を記録している

事業所内に掲示することに加え、ウェブサイト（法人
のホームページ等又は情報公表システム）に掲載・公
表している

個人情報の利用に当たり、利用者（利用者の情報）及
び家族（利用者家族の情報）から同意を得ている

賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに損害賠償
を行っている

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、居宅介護
支援員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの
選択に資すると認められる重要事項を掲示している

退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持すること
を誓約している

・個人情報の利
用に関する同意
書
・従業者の秘密
保持誓約書

（状況報告書4
②（4））

・市町村、家族
等への連絡状況
がわかるもの

・事故に際して
採った処置の記
録

・損害賠償の実
施状況がわかる
もの

（状況報告書4
①（4））
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適 不適
確認項目点検項目 点検結果具体的内容 根拠条文備　　考 確認書類等

・虐待の防止のための対策を検討する
委員会の定期開催及びその結果の介護
支援専門員への周知を行っていますか □ □

・虐待の防止のため指針の整備を行っ
ていますか □ □

・虐待の防止のため研修を定期実施し
ていますか

□ □

・上記の措置を適切に実施するための
担当者を置いていますか

□ □

記入欄

虐待の防止に関する基本的考え方 □

その他虐待の防止の推進のために必要な事項 □

虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 □

虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本事項 □

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 □

□

成年後見制度の利用支援に関する事項

虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

□

□

利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 □

14

上記の措置を適切に実施するための担当者を置いてい
る

※指針に記載されている項目について、チェックして
ください

項　目

介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定
期的（年1回以上＋新規採用時）に実施している

虐待の防止

虐待の防止のため指針を整備している

基準第
29条の
2、予防
基準第
28条の2

虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催
及びその結果を介護支援専門員へ周知している

・虐待の防止の
ための対策を検
討する委員会の
開催状況及び結
果がわかるもの
・虐待の防止の
ための指針
・虐待の防止の
ための研修の計
画及び実績がわ
かるもの
・担当者を置い
ていることがわ
かるもの

（状況報告書4
（2））

10



居宅介護支援費(Ⅱ)

高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

同一建物におけるサービス提供

運営基準減算 （50/100）   

特別地域居宅介護支援加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

特定事業所集中減算

初回加算

特定事業所加算（Ⅰ）

特定事業所加算（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅲ）

特定事業所加算（Ａ）

特定事業所医療介護連携加算

入院時情報連携加算(Ⅰ)

入院時情報連携加算(Ⅱ)

退院・退所加算（Ⅰイ）

退院・退所加算(Ⅰロ）

退院・退所加算（Ⅱイ）

退院・退所加算（Ⅱロ）

退院・退所加算（Ⅲ）

通院時情報連携加算

緊急時等居宅カンファレンス加算

ターミナルケアマネジメント加算

居宅介護支援

加算等一覧

○運営指導月の前々月から過去１年間の算定実績を記入すること。

点検項目 加算・減算の有無



点検事項 備考

居宅介護支援費（Ⅱ）
ケアプランデータ連携システムの活用 □ 該当

事務職員の配置（適切な数の人員を配置） □ 該当

高齢者虐待防止措置未実
施減算 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催 □ 未実施

高齢者虐待防止のための指針の整備 □ 未実施

高齢者虐待防止のための研修の実施（年１回以上） □ 未実施

高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者の配置 □ 未配置

業務継続計画未策定減算
業務継続計画の策定 □ 未実施

業務継続計画に従い必要な措置を講じている □ 未実施

同一建物におけるサービス
提供 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者がいる □ 該当

事業所と同一の建物に居住する利用者がいる □ 該当

同一の建物（上記以外の建物）に居住する利用者が１月当たり２０人以上いる □ 該当

19 運営基準減算 （50/100）
居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって、利用者の居宅を訪問し、利用
者及び家族に面接の実施

□ 未実施

サービス担当者会議の開催

→居宅サービス計画を新規に作成した場合及び変更した場合 □ 未開催

→要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 □ 未開催

→要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 □ 未開催

居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書に
より利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付

□ 未実施

18

居宅介護支援　自己点検表(加算等)

15

16

17

点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

11



点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

モニタリングは、少なくとも１月に１回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して実施 □ 未実施

モニタリングは、少なくとも２月に１回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して実施し、
利用者の居宅を訪問しない月はテレビ電話装置等を活用して利用者の面接を実施

□ 未実施

モニタリングの結果の記録 □ 1ヶ月以上未実施

居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定
居宅サービス事業者等を紹介するように求めることができることができることについて説
明を行う

□ 未実施

運営基準減算が２月以上継続していない □ 該当

20 特別地域居宅介護支援加
算 厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

21 中山間地域等における小
規模事業所加算 厚生労働大臣の定める地域、厚生労働大臣が定める施設基準 □ 該当

22 中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算 厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

特定事業所集中減算
①～⑤に掲げる事項を記載した書類を作成及び保存

　①判定期間における居宅サービス計画の総数 □ 該当

　②訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 □ 該当

　③訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス
計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

□ 該当

　④算定方法で計算した割合 □ 該当

　⑤算定方法で計算した割合が80％を超えている場合であって正当な理由がある場合
においては、その正当な理由

□ 該当

前６月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総
数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割
合

□ 80/100以上

23
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

初回加算
新規に居宅サービス計画を作成 □ 該当

要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成 □ 該当

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成 □ 該当

運営基準減算　/　退院・退所加算 □ 算定していない

特定事業所加算（Ⅰ） 常勤かつ専従の主任介護支援専門員が２名以上（当該事業所の他職務、同一敷地内の
他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

常勤かつ専従の介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く）が３名以上（当該事業所
の他職務、同一敷地内の他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし
た会議を定期的（おおむね週１回以上）に開催し、議事について記録

□ 該当

24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制 □ 該当

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護３、要介護４又は要介護５である者の
割合

□ ４割以上

事業所における介護支援専門員に対し計画的な研修（研修計画の作成及び実施） □ 該当

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援
が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供

□ 該当

家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、
介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参
加

□ 該当

運営基準減算　/　特定事業所集中減算 □ 算定してない

介護支援専門員１人当たりの利用者数が４５名未満　ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算
定している場合は５０名未満（予防は含めない）

□ 45名未満 (50名未満）

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等
に協力又は協力体制を確保（受入の同意を書面等により提示）

□ 該当

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会を実施 □ 該当

必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス
が包括的に提供される居宅サービス計画を作成

□ 該当

特定事業所加算（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ａ） □ 算定していない

24

25
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

特定事業所加算（Ⅱ） 常勤かつ専従の主任介護支援専門員が１名以上（当該事業所の他職務、同一敷地内の
他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

常勤かつ専従の介護支援専門員(上記主任介護支援専門員を除く)が３名以上（当該事
業所の他職務、同一敷地内の他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし
た会議を定期的に開催

□ 該当

24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制 □ 該当

事業所における介護支援専門員に対し計画的な研修（研修計画の作成及び実施） □ 該当

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援
が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供

□ 該当

家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、
介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参
加

□ 該当

特定事業所集中減算 □ 未適用

介護支援専門員１人当たりの利用者数が４５名未満 ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算
定している場合は５０名未満

□ 45名未満 (50名未満）

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等
に協力又は協力体制を確保（受入の同意を書面等により提示）

□ 該当

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会を実施 □ 該当

必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス
が包括的に提供される居宅サービス計画を作成

□ 該当

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅲ）又は（Ａ） □ 算定していない

26
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

特定事業所加算（Ⅲ） 常勤かつ専従の主任介護支援専門員が１名以上（当該事業所の他職務、同一敷地内の
他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

常勤かつ専従の介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く）が２名以上（当該事業所
の他職務、同一敷地内の他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし
た会議を定期的に開催

□ 該当

２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制 □ 該当

事業所における介護支援専門員に対し計画的な研修（研修計画の作成及び実施） □ 該当

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援
が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供

□ 該当

家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、
介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参
加

□ 該当

特定事業所集中減算 □ 未適用

介護支援専門員１人当たりの利用者数が４５名未満 ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算
定している場合は５０名未満

□ 45名未満 (50名未満）

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等
に協力又は協力体制を確保（受入の同意を書面等により提示）

□ 該当

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会を実施 □ 該当

必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス
が包括的に提供される居宅サービス計画を作成

□ 該当

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ａ） □ 算定していない

27
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

特定事業所加算（Ａ） 常勤かつ専従の主任介護支援専門員が１名以上（当該事業所の他職務、同一敷地内の
他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

常勤かつ専従の介護支援専門員（上記の主任介護支援専門員を除く）が１名以上（当該
事業所の他職務、同一敷地内の他事業所の職務との兼業可）

□ 該当

専従の介護支援専門員（上記の主任介護支援専門員および介護支援専門員を除く）が
常勤換算方法で１名以上

□ 該当

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし
た会議を定期的に開催

□ 該当

２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制 ※他
の同一の居宅介護支援事業所との連携可

□ 該当

事業所における介護支援専門員に対し計画的な研修（研修計画の作成及び実施） ※他
の同一の居宅介護支援事業所との連携可

□ 該当

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援
が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供

□ 該当

家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、
介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参
加

□ 該当

特定事業所集中減算 □ 未適用

介護支援専門員１人当たりの利用者数が４５名未満 ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算
定している場合は５０名未満

□ 45名未満 (50名未満）

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等
に協力又は協力体制を確保（受入の同意を書面等により提示） ※他の同一の居宅介護
支援事業所との連携可

□ 該当

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会を実施 ※
他の同一の居宅介護支援事業所との連携可

□ 該当

必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス
が包括的に提供される居宅サービス計画を作成

□ 該当

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ） □ 算定していない

28
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

特定事業所医療介護連携
加算 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ） □ 算定している

前々年度の３月から前年度の２月までの間における退院・退所加算の算定に係る病院、
診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数の合計が３５
回以上

□ 該当

前々年度の３月から前年度の２月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算
定数が５回以上（令和６年度のみ） ※経過措置として、令和７年３月 31 日までの間は、
従前のとおり算定回数が５回以上の場合に要件を満たすこととし、同年４月１日から令和
８年３月 31 日までの間は、令和６年３月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定
回数に３を乗じた数に令和６年４月から令和７年２月までの間におけるターミナルケアマ
ネジメント加算の算定回数を加えた数が15 以上である場合に要件を満たすこととするた
め、留意すること

□ 該当

入院時情報連携加算(Ⅰ)
利用者が入院した日のうちに情報提供 □ 該当

入院の日以前に情報提供、事業所の営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した
場合であって、当該入院した日の翌日に情報提供

□ 該当

病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報提供（提供方法は問わない） □ 該当

入院時情報連携加算(Ⅱ) □ 算定していない

入院時情報連携加算(Ⅱ)
利用者が入院した日の翌日又は翌々日に情報提供 □ 該当

事業所の営業時間終了後に入院した場合に、入院した日から起算して３日目が事業所
の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報提供

□ 該当

病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報提供（提供方法は問わない） □ 該当

入院時情報連携加算(Ⅰ) □ 算定していない

29

30

31

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
入院日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
情報提供日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
入院日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
情報提供日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
入院日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
情報提供日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
入院日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
情報提供日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

退院・退所加算（Ⅰイ） 退院・退所前又は退院後７日以内に、病院・施設の職員と面談を行って利用者に関する
情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成、居宅サービス・地域密着型サービスの利
用に関する調整

□ 該当

情報収集をカンファレンス以外の方法で１回 □ 該当

初回加算 □ 算定していない

退院・退所加算(Ⅰロ） 退院・退所前又は退院後７日以内に、病院・施設の職員と面談を行って利用者に関する
情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成、居宅サービス・地域密着型サービスの利
用に関する調整

□ 該当

情報収集をカンファレンスにより１回 □ 該当

初回加算 □ 算定していない

退院・退所加算（Ⅱイ） 退院・退所前又は退院後７日以内に、病院・施設の職員と面談を行って利用者に関する
情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成、居宅サービス・地域密着型サービスの利
用に関する調整

□ 該当

情報収集をカンファレンス以外の方法で２回以上 □ 該当

初回加算 □ 算定していない

32

33

34

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
情報収集日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
情報収集日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
カンファレンス日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
カンファレンス日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
情報収集日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
情報収集日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
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点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

退院・退所加算（Ⅱロ） 退院・退所前又は退院後７日以内に、病院・施設の職員と面談を行って利用者に関する
情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成、居宅サービス・地域密着型サービスの利
用に関する調整

□ 該当

情報収集を２回、うち１回以上はカンファレンスによる □ 該当

初回加算 □ 算定していない

退院・退所加算（Ⅲ） 退院・退所前又は退院後７日以内に、病院・施設の職員と面談を行って利用者に関する
情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成、居宅サービス・地域密着型サービスの利
用に関する調整

□ 該当

情報収集を３回以上、うち１回以上はカンファレンスによる □ 該当

初回加算 □ 算定していない

37 通院時情報連携加算
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援
専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境
等の当該利用者に係る必要な情報提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該
利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画に記録

□ 該当

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
情報提供日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
情報提供日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

緊急時等居宅カンファレン
ス加算

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用
者の居宅への訪問、カンファレンス及び必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービ
ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整

□ 該当

月の算定回数 □ ２回以下

カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレンス
に参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点についての居宅サー
ビス計画等への記載

□ あり

35

36

38

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
カンファレンス日・情報収集日
　　（　　　　　/　　　　/　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
カンファレンス日・情報収集日
　　（　　　　　/　　　　/　　　　　）

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
利用者の居宅訪問日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
カンファレンス日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
利用者の居宅訪問日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
カンファレンス日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

直近で算定した利用者名①
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
カンファレンス日/情報収集日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　　　）
直近で算定した利用者名②
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
退院・退所日　/　面談日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　）
カンファレンス日/情報収集日
　　（　　　　　　　/　　　　　　　　　）

19



点検事項 備考点検項目
点検結果

(該当している箇所に✓を記
入)

ターミナルケアマネジメント
加算

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した
利用者

□ 該当　　　右記記載
直近で算定した利用者名
　 （  　　　　     　 　　　　　　）

利用者や家族の同意を得て、死亡日及び死亡前１４日以内に２日以上、居宅を訪問 □ 該当　　　右記記載 訪問日　（　　　　　　 　　　　）

ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又は家族が同意した時点以降、
終末期の利用者の心身の状況の変化等必要な記録

□ 該当　　　右記記載 記録　　　有　・　無

上記記録の主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者への
提供

□ 該当　　　右記記載 提供日　（　　　　　 　　　　　）

24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて居宅介護支援を行える体制 □ 該当　　　右記記載 体制　　　有　・　無

他の指定居宅介護支援事業所で当該加算の算定の有無 □ なし

39
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（ ）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
備　考

勤　　　　　務　　　　　実　　　　　績　　　　　表

職種
勤務
形態

氏名

曜日

事業所名

サービスの種類

月分年

　居宅介護支援

　　　　　　　　　　　　　　時間当該事業所における常勤の従業者（１人当たり）が１週間に勤務すべき時間数

週平均の
勤務時間

常勤換算
後の人数

注５：　特定の資格が必要な職種は、「備考」欄にその資格名を記入すること。
注４：　兼務職員は、「備考」欄に兼務状況が分かるように記入すること。
注３：　基準上規定されている職種の全職員について、職種ごとに分けて記入すること。

注１：　｢勤務形態｣欄は、常勤・専従の場合は｢Ａ｣、常勤・兼務の場合は｢Ｂ｣、非常勤・専従の場合は｢Ｃ｣、非常勤・兼務の場合は｢D｣と記入すること。
注２：　公休の場合は｢×｣を記入、その他は内容が分かる表記とすること。　（例：有給休暇　→　「有休」、育児休暇　→　「育休」等）

合計



（ ）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 土 日

1 1 1 1 1 × × 1 1 1 研修研修 × × 1 1 1 1 1 × × 1.0 介護支援専門員と兼務

7 7 7 7 7 × × 7 7 7 研修研修 × × 7 7 7 7 7 × × 1.0

8 8 8 8 8 × × 8 8 8 8 8 × × 8 8 8 8 8 × × 1.0

4 4 4 4 4 × × 4 4 4 4 4 × × 4 4 4 4 4 × × 0.5

8 8 8 有休有休 × × 8 8 8 8 8 × × 8 8 8 8 8 × × 1.0

8 8 8 8 8 × × 8 8 8 有休有休 × × 産休産休産休産休産休 × × 0.4

1 1 1 1 1 × × 1 1 1 1 1 × × 1 1 1 1 1 × × 0.1 在宅複合施設○○の家施設長兼務

◆海◆美

介護支援専門員

介護支援専門員

B

介護支援専門員 C

A

介護支援専門員

介護支援専門員

記入例

事 業 所 名

サ ー ビ ス の 種 類 居宅介護支援

勤　　　　　務　　　　　実　　　　　績　　　　　表

注１：　｢勤務形態｣欄は、常勤・専従の場合は｢Ａ｣、常勤・兼務の場合は｢Ｂ｣、非常勤・専従の場合は｢Ｃ｣、非常勤・兼務の場合は｢D｣と記入すること。
注２：　公休の場合は｢×｣を記入、その他は内容が分かる表記とすること。　（例：有給休暇　→　「有休」、産前後休暇　→　「産休」等）

合計

月分

●田●男

当 該 事 業 所 に お ける 常 勤 の 従 業 者 （１ 人 当 た り ）が １週 間 に 勤 務 すべ き時 間 数 40

●田●男

時間

年

管理者 B

A

□藤□子介護支援専門員 B

注５：　特定の資格が必要な職種は、「備考」欄にその資格名を記入すること。

◇川◇花A

○富○恵

▲下▲子

注３：　基準上規定されている職種の全職員について、職種ごとに分けて記入すること。
注４：　兼務職員は、兼務状況が分かるように記入すること。

備　考職種
勤務
形態

氏名 常勤換算
後の人数曜日

記入例

省
略

兼務の職種別に勤務時間を区分して、職種別に表記すること

兼務状況を明記すること

基準上規定されている職種の全職員について記載すること


